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都市分析と大都市圏の概念

←一戦後の日本における大都市圏の分析(1)

山 田

徳 岡

之

辛

浩

I は じ め に

都市問題は，一般に，都市が変化する過程で生じてくる。たとえば，都市が

成長するとき，住宅が不足して過密居住地区が形成されたり，あるいは学校中

道路など様々の都市施設が不足して都市の公共サーピ丸の水準が低下したりす

る。都市が衰退するときにも，雇用機会の不足から失業問題や貧困問題が生じ

たり，都市施設の老朽化によって都市サービスが劣悪となったりする。したが

って，都市分析にとって，都市が変化する過程すなわち都市化過程の把握はそ

の最も重要な課題となる。

ところで，都而が変イニするとき，一般に都市における土地利用の変化が生ず

る。たとえば，都市がj記長L-，都市規模が大きくなるとき，人口や雇用は既成

の都市内で増加することもあれば ζ の場合は高密化が進む ，それらが

従来の都市から溢れ出て，その周辺地域が都市化する この場合は都市の外

延的拡大が進む こともある。勿論，その両者が同時に進行することもあれ

ば"時には既成の都市で人口や雇用が減少し，周辺地域 E増加する場合もあり，

またそのi止の場合もある。いずれにしても，都市が変化する動態をとらえよう

とするとき，既成の都市とその周辺地域とを同時に分析の祝野にとらえ，その

企体における土地利用の変化を把握することが必要である。

そのためには，行政的境界によって区切られた都市 行政的・政治的都市

を分析するだけでは不十分であり，都市土都市イr，L-tで周辺地域の両者十含

む地域ーーすなわち「大都市圏Jmetropolitan area を分析しなければなら
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ない。

歴史的には，都市の行政的境界をこえる都市化の進行は18世紀にさかのぼる

ことができるが，それが一般的になったのは20世紀に入ってからのことである。

Encyclopaedia 01 the Social Sciences (1933) は次のように述べている。

「大都市圏 (metropolitanareas) と大都巾問題 (metropolitanproblem)は

決して新しい問題ではなしまた人口分布と地方行政単位との布離 大都市

圏に固有の問題 も新奇な問題ではない。ロンドV では18世紀の後半に，フ

ィヲデノレフィ 7では19世紀の第 2四半期に，そしてポストンでは19世紀の第 3

円半期に p 大都市問題は尖鋭な問題となっている。しかしながら，大都市圏的

牛活様式 (metropolitanism)が普遍的となり，広い範囲にわたって重要となっ

たのは. 20世紀に入ってからである。人口分布と都市地域の中心との関係は常

に，地価騰貴と交通手段の発達の結果であった。産業や人口は中心部の高地価

を避ける傾向がある。移動4次の二つの障害によって抑制されたといってよい。

一つは，中世都市の城壁のような人工的障害であり， もう一つは，丘. )I!.沼

などのような白然的障害である。しかし，移動に対する真の障害となったのは，

交通に要する時間と支出しなければならないお金という費用であった。そして，

白動車の普及によって，この障害は突然緩和され，大都市圏が未だかつてない

規模と重要性をもって誕生したのである。」。

ここには，大都市圏の成立が簡潔に要領よく叙述されている。かつて I都

市JCltyは「都市圏Jurban area と一致していた。すなわち，都市の行政的

境界，経済的身界，文化的境界等は Fべて一致していた。しかし，それらの分

。T.H. Reed (1933)による叡述である。新しいエソサイクロヘディアInter羽 ationalEncyclo・
paediaザ寸 th，品aalS，白 cncesではI R. C. Wood(1968)によって，抗のように書かれている。

「英国，ヨ ロッパ，アメリカの大西洋岸で，都市人口が既存の都市の境界をこえて溢れ出て
(spi1l over)，出閤地時 Ccountryside) に入りはじめたりは18世紀にさかりぽる。 しかしなが
ら，それが規模においてドラマティックに増加し家計や産業や商業センター等が多〈の地方行
政区域をこえて広〈拡散したりは，ここlOC年余りの現象である。

これらの力のインパクトによって，大きな都市闘を特徴づけるものとなったのは』苦働人口に
よる家庭から職場への毎日の通勤，都市人口密度の着実な低下』中心都市外で居住する都市人口
の急激な成長である.J
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離は18世紀にさかのぼることが己きるものの， 18・19世紀はむしろ例外的であ

• り， 20世紀になって 般化したのである。そして， I都市」と「都市圏」が分

離したとき，その「都市圏Jurban 町田は「大都市圏」皿etropolitanareaと

よばれるようになる。それは，既存の都市と都市化Lたその周辺地域とが社会

的・経済的あるいは文化的に一体とみなさるべき地域を形成している乙とが認

識されたか bである。

他方，大都市圏が成立するとき，その一部を構成する都市の周辺地域は「郊

外J 8uburb とよばれるようになった。都市の周辺地域はかつては単なる町は

ずれであり，農村地域であった。しか L. その周辺地域が都市化きわる土!<.

それはもはや町はずれではない Fいう認識が倖まれ I郊 外 lとLヴ 概 念 が 成

立するわけであるべしたがって，大都市圏の形成は一般に「郊外イt.Jsubur 

banization とよばれるようになる九そして，既存の都市はいまや大都市圏の

中心あるいは核としての地位を与えられ，それは「中心部市Jcentral ci ty あ

るいは「核Jcore とよばれしるようになる心。

以上から，今日，都市分析が対象とすべき地域としては，行政的境界によっ

て区切られた都市だけではなし中心部市と郊外とから構成される大都市圏を

中心にすえるべきであることが明らかであろうへそこで，次の問題は「大都

2) ζ の点で，町はすれを意味する「郊外」とL寸訳語は適切なものではないが，この訳語が定着し
て Lまっ亡いるので，以下でもこの訳語を用~'Q。なお， Encyclopaedia of-the &; 日atSciences 

でョ H. P. DougJas (1934)は“ suhu.rbs~について，次のような定義を与えている。
「郊外 suburbs とは，中心都市りすく外側にあって， それを阻んでし、るコミュニティの集り

(cluster)である。 7庁い時代の都市は賦壁によ q て閉じとめられていたが，現代の都市は，市民

的秩序と交通手段のおかげで，あらゆる方自の同心円地帯へと拡がることができる。そして都市
からはなれるとともに地域の都市的性格が薄れ，逆には田園地方 (opencountry)と区別できな
〈なる，J

3) 邦外10はj 都市化の一つり段階一一初期目集中的都市化D段階にコゴき，その佳には逆都市化
(desurbanization)の段階が〈る と位置づける考え方もある。 Klaassen，L， H. et al. (1981)， 
van den Berg， L. et al. (982)，山田浩之(1983)等を参照されたし、。

4) 大都市閤の中心部市が核 (core)とよばれる場合には，その周辺地域はリング (Iing) とよば
れるととが多い。

5) アメリカの地理学者 B.J. L ベリーは，都市および地蹴分析のための地域単位として「日常
的都市システムJCDaily Urban Sy山 m.以下 DUSと略す〉を設定している。これは，経済活
動の也事としての中心部市と，それと何らかの経済的関係を有する周辺地域左で構成される経ノ
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市圏」をどのように定義すべきかであるが，従来か b， つには，行政の側か

ら都市の広域行政6) 複数の行政区域にまたがる行政 を推進するために，

もう一つには，研究の側から都市化の実態を分析するために←ーこ礼もまた，

よわ広い観点から都市政策を構想するための基礎作業にほかならない 種々

の定義が行われている。したがって，次節でまず外国における大都市圏の設定

例をみ，第三節で日本にお吋る設定例をサ ベイしよう。われわれの窮極の目

的は，わが国にふさわしい大都市圏の定義をみいだし，それによってわが国に

おける都市化り実態を明らかにすることであるが，本稿ではその基礎作業を行

い，次稿でわれわれの定義を提示したいヘ

11 外国における「大都市圏」の設定

1 アメリカにおける「標準大都市統計圏」一一一SMSA

最初に，大都市圏概念を設定し，それを単位として各種の統計データを整理

しているアメリカ合衆国の例からみよう。合衆国でほ， 19世紀の中頃から都市

化が急速に進行し， 2日世紀にはいると郊外化が顕著なもの Eなったへこのよ

うな状況に対応して，早くから大都市圏の概念にもとづく地域区分が行政によ

って行われてきたヘセンサス局が1910年に「大都市地区J:Metropo1i阻11. Dis-

tricts を定義したのがその最初である。大都市地底は1920年， 30年にも設定さ

¥A済圏域である。後述のようにl大都市聞の郊外は通勤闘として設定されることが一般的である
が， DUSは将来通勤固となるであろう地境まで包含しγお札 r，.大都市圏」よりもさらに広い概
念といえる。 Berry，B. J. L. (1973) pp. 11-15.を参照。

日 大都市圏の成立とともに!広場行政の必要性が高まる。大都市問題 (metropolitanproblem) 

は広域行政が行われしないことから生ずるというのが，初期の認識であり，そのため中'U都市と周
辺市町村の合併や新しい行出荷の設立などの制度改草が進出られてきた。

7) 念のために付記するならば，本稿でいう「大都市圏」は，以上の説明から明らかなように，欧
米における metropolitanarea あるいはヨーロッパでは時に agglomerationとよばれるも

の一一一に対応するものであって1 わが国での慣用と必ずしも 致しない。とし、うのは，わが国で
大都市閣というときは，東京，大阪l 名古屋等の巨大都市風あるいはせいぜい政令指定都市を
中心部市とする大規模な都市聞をきすからであるn ここでの用法は，地方の;J都市でも郊外形成
が行われ， かっ 定規模以上の都市活動の集積がみられるならば， そり場合をも含むものであ
る。わが国への‘適用に関して， くわしくは次稿を参照されたい。

8) 山間浩之 (1980)184-186ベージを参崎。
9) iメリカ山大都市間設定に闘する以下の議論は G品 een，P. G. (1971)による。
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れているが， 1940年にはそれまでの定義を修Eして，人口と密度を基準とし，

人口 5万人以上の全国の都市にろいて「大都市地区」の設定がなされている。

1950年になると，大都市闘の概念に対応する統計上の地域単位として「標準大

都市圏J(Standard Metropolitan Areat>，以下 SMAと略す〉山が設定され，1960

年には SMAの概念をさらに若干修正 Lて標準大都市統計凶J(Standard 

Metropolitan Statistical Areas，以下 SMSAと略す〕が設定された。 SMSA

は，連邦政府の各統計部局が犬都市問題の分析に有用な統計データ全集計する

ために用いるべき共通の地域単位正して，設定されたものである U)。

さて，大都市圏とは「明確な人口の核をもち，経済的，社会的に統合された

地域」であるとし、う基本認識に立ち， SMSAの具体的な定義としては， (1)中心

都市が属するカウンティーを中心カウ γティーとして定義するための人口に関

する基準， (2)中心カウンティ に連接Lた周辺カウンティーを決定するための

大都市的属性に関する基準，および(3)中心カウ Yティーと周辺カウンティーと

のあいだの経済的，社会的な結合に関する基準の三つからなる1Jl山包幻〕

(ωlリ) 人口についての基準

中心部市の人口は 5万人以上でなければならない。ただし，境界を接して

二つの都市が存在L，その人口の合計が 5万人以上となるときには，乙れ

らの都而をひとつの中心都巾とみなす (twin-cili回のケース)13)。

(2) 大都市的属性についての基準

げ) それぞれのカワ γ ティ の労働者数のうち少なくとも75ハーセ Y トは

升操業労働者である。

10) SMAについての詳細は Klove，R. C. (1952)を参照ゆ
11) なお， SMS出の認定にあたっては，統計上の理由からカウシティー (county)が SMSAを構

成する最小の地晴単位として用いられるu ただし，ユ a イングランドでは市 Ccity) および町
(ωwn)を最小の地域単位にしている。

12) SMSA 0)設定基準にワh、ては Goheen，P. G. (1971)によるが，木内信蹴(1979)158-162ベ

ージ，山田浩之 (1980)]86-]88ベ ジをあわせて参照されたい。
13) この基準にもとづいて決定された中心部市ごとに SMSAは設定されるが，中心部市の属する

カウンティーが互いに隣接しあっており，かつ中心部市聞の距離が20マイル以内であるときは，
それらの中心部市のあいだに経済的，社会的な結合関係が存在しないとL寸明確な根拠がない限

ιそれらは連担してひとつの SMSAを形成するものとみなされる。
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各カウ γ ティーは付)の基準と同時に以下の三つの基準のうちの少な〈とも

ひとつをみたさなければならない。

何人口密度が 1平方マイノレあたり 150人以上の宣いに連接し合う行政区

域にそのカウンティーの人口の50パ セント以上が居住する。また， ζ

れらの区域は中心都市から切れ目なくつながっていなければならない。

付当該カウンティーで雇用される非農業労働者数が中心都市の属するカ

ウソティーで雇用される非農業労働者数の10ハ一七 Y ト以上であるか，

1万人以上であるかのいずれかでなければならな，'0 

(ニ) 当該カウ γ ティ に居住する非農業労働者数が中心都市の属するカウ

ンティーに居住する非農業労働者数の10パーセント以上であるか. 1万

人以上であるかのいずれかでなければならない。

(3) 統合の基準(中心カウンティーと(2)の基準をみたす周辺カウンティーと

のあいだの経済的，社会的結合度の基準〉

次の 2つの基準のうちのいずれかがみたされるとき，そのカウンティーは

中心都市の属する中心カウンティーに統合される。

付) 当該カウ γ ティーに居住する労働者数の少なくとも15パーセントは中

心都市の属するカウンティーで働く。

加) 当該カウンティーで働く労働者数の少なくともあパ セントは中心部

市の属するカウンティーに居住する。

(1)は大都市閏の核となるべき中心都市の設定基準であり， (2)と(3)はその周辺地

域についての設定基準である。よれらの基準にもとづいて，中心部市の属する

中心カウジティーとその周辺カウンティーによって構成される SMSAが設定

され，種々の統計データの集計がおこなわれることになる。

SMSAの定義で特徴的なことの一つは. SMSAを構成する周辺カウンティ

ーを居住の場所と Lて，および雇用の場所と Lての両方の側面からとらえてい

ることである'"。言い換えるなら，それらのカウンティーを統合した SMSA

14) 設定基準の(3)→oは中心部市で雇用される労働音D居住地域の設定に関するものであり，/，
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は，全体として，労働需要を介してみた産業の集中地域であるとともに，労働

供給を介してみた人口の集中地歳でもあるわけで，このことが SMSAを地域

単位とする統計データの有用性を高めていると考え bれる山。

しかし一方では，人U基準，大都市的属性，結合基準のそれぞれに関して，

多くの批判がある'"。中心部市の人口規模は妥当か，大都市的属性の意味が不

明確ではないか，巾心都市と周辺地域との結合基準は主主意的なものにすぎない

のではないか， というような問題点が指摘されている叩。これらの問題点に関

Lては，次稿忙おいて，個々にとりあげ，それぞれの指摘の選択，基準値の妥

当性について検討する O

2 英国における「標準大都市労働圏」ー--SMLAと MELA

英国においては，以上にみたアメ Pヵにおける SMSA とほぼ同じ概念を適

用 Lて 1標準大都市労働圏J (Standard Metropolitan Labour Areas，以下

SMLAと略す〉と (1大都市経済労働圏J(Metropolitan Economic Labour 

Areas，以下 MELAと略す〉の設定が試みられている。これは P ホール等の都

市地理学者らによってまとめられた「政治・経済計画JPolitical and Economic 

Plannin富山において， 1961年のセ Yサスデ タを用いてはじめて設定された

が，その後1971年についても環境省によって研究が行われ，設定がなされたも

のである。 SMLA，MELAの定義は次のとおりであるl目。

¥3)ー判，は中心都市に居住jる封帥者の雇用地域の設定に関するものである。ここでは，人口
の中心部市から郊外への市出のみならず，企業の中心部市から郊外への流出も考慮されている。
山田浩之他 (1974)を審問。

15) Goheen， P. G. (1971)を参照。
16) SMSAに対する批判については Goheen，P. G. (1971)を審照。また， Klove， R. C. (952) 

においては， SMAに関してではあるが，その問題点が整理されている。
17) さらに， SMSAの設定にあたって最'hl;也域単位と Lてカウンティーが採用されていることに

ついて，カウシティ は最小地境単位としては大きすぎる左いう問題点の指摘がある。これは，
山田浩之が E.S. Millsから直接聞し、たことである。なお， Mill丸 E.S. and Ohta， K. (19干の
を参照されたい。

18) この具体的な内容につ“、ては， Hal1， P. et aL (1973)を参照。
19) SMLA， MELAの定義については D叩artmentof Environment (以下 DOEと略す)(1976) 

による。この研究以後， N. Spenceを中心として研究がつづけられ，その成果は Spence，N 目
al. (1982)にまとめられた。結局j データとしては1951，1961， 1966， 1971， 1974年が利用可簡
となっているの
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大都市闘は，雇用の核となる就業中心地(中心都市〕とその通勤圏である後

背地〈周辺地域)により構成される， という基本的な定義のもとで，後背地

を苫らにメトロポリタ Y ・リング (Metropolitan Ring) とアウター・リング

(Outer Metropolitan Ring) 0)二つのリングに区分する。そして，就業中心

地とメトロポリタン・リングとによって構成される圏域を SMLAとよび，

SMLAとそのアウタ ・リングとによって構成され与圏域を MELAとよんで

し、る，.，。

就業中心地および一つのリングについての具体的な設定基準ほ以下のように

なる。

(1) 就業中心地は雇用密度が lェ カーあたり 5人以上か，またはそこにお

げる総雇用者数が 2万人以上である行政区域である。ただし，この基準が

複数の互いに連接しあった行政区域を合わせることによってみたされると

きは，それらの行政区域はひとつの就業中心地を構成するものとみなす印。

(2) メトロポリタン・リングは当該就業中心地へ労働人口の15パーセント以

上が通勤している就業中心地から連接した行政区域である。

(3) アウター 0 1):/ク事は当該就業中心地への通勤者数が他のいずれの就業中

心地への通勤者数よりも多い行政区域によって構成される。

さらに. (1)の基準によって設定された就業中心地と(2)の基準をみたすメトロポ

リタ/'.リングとで形成される SMLAについて，次の集積規模に関する基準

がつけ加えられる。

(4) SMLAは閤峨全体として 77;人以上の人口を有する。

この設定基準を SMSAのそれと比較した場合もっとも異なる点は，中心部

市の設定基準に人 Ilではなく雇用密度ない Lほ雇用者数を用いたこと，周辺地

20) なお， ζれbの圏域を構成する最小の地域単位 (SMSA におげるカウンティーに相当するも
の〉は地方行政:s:填 (Metropolitan Boroughs， County BOI"Oughs， Urban D叫 n山， Rural 
Districts)である。

21) したがって.:ot子都市 (twin-cities)の場合だけでなく 5. 6個のむ政区域が つの就業中
心地を形成ずるようなケースもありうることになる。
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域の大都市的属性についての基準をまったく採用していないこと，周弘J地域を

二つのリ γFに区分して設定したさと，の 3点である。第 1"J点についτは，

最大の就業場所が圏域内の通勤流動の焦点になっ ζいる，とし、う認識のもとで，

中心都巾としての規模の基準には雇用密度(大都市のばあい〕ないしは雇用者

数を用いるほうが望ましい Eされたことによる。また，第 2の点、については，

この基準の適用はイギリ 1 のばあい適切でないと判断されたものである。第 3

の点に関しては，中心都市への通勤の意思は中d::~ 都市からの距離に反比例して

連続的に弱主句，通勤の範囲はかなり広範な地域に及ぶにもかかわらず通勤圏

の境界を恋意的に設定してしまう SMSAの方法に対して，それを多少とも改

善するためにアウター・リングが新たに設定されたということである問。

SMLAや MELAは SMSAを修正して設定されたものであり，中心都市の

設定基準などはよわ適切な基準といえるであろう。しかし，大都市的属性をま

った〈考慮しないという点については，事情の異なるわが国に適用することは

できなL、。また， MELAはその圏域がかなり広範囲に及ぶものであり，他の

MELAの圏域との重複が問題になる。さらに，これらの圏域は1971年の時点

で設定され，それを固定したままで異時点聞の分析がおこなわれている。都市

化は空間的にも年々進行Lており， したがって，一定時点t圏域主固定しない

フレキシプノレな圏域設定も必要であろう G

3. ヨーロッパにお付る「機能的都市域」一一“ UrbanEurope "の FUR

ヨーロッパにおける都市化の現状を分析するために大都市圏を設定して行な

われた研究 “Urban Europe"一一ーが1982年から発表されはじめた叩。こ

れは東欧を含めたヨーロッパ14か国の研究者による共同研究であるが，英国に

おける SMLA，MELAの研究クソレ フの 人 R ドルーウイットやオランダ

の経済学者 L クラッセン右中心として研究が進められ，かれらは14か国(オ

ースト日 7，ベルギー，プノレガ日 7，デンマーク，フラ Yス， ドイツ連邦共和

22) Department of Envi四mment(1976)を参照コ このなかで， アウタ ・リンクの設定はベリ
のDUSと類似の概念にもとづくものであるとしている。

23) van den Berg， L.， Drewettj R， Klaassen， L. H. et al. (1982) 
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国，英国，ハソガリー，イタリア，オランダ，ポーラ γ ド，スウェーデ γ，ス

イス，ユーゴスラヴィ 7うから 1H9の大都市圏一ーかれらの研究では「機能的

都市城J (Functional Urban Region，以下 FURと略す〉とよばれている一一ー

を選んでいる。そこでの FURの設定基準は次のとおりである 200

。)中心部市とその周辺地域とで構成きれる FURは全体として1970年現在

で20万人以上の人口をもっ。

(2) 各国の階層的都市 γ ステムにおいて，実際の人口規模以上に重要な位置

幸子占める都市もすべて含める。 Lたがって，閤域人口が20方人未満の都市

圏であっても，大都市に匹敵する機能を果たしている中心都市を有した都

市圏は FURとして認める O

(3) 中心部市の周辺地域は，中u哨E市への通勤率(常住就業人口に占める中

心部市への通勤人口の割合〉が15パーセント以上で，中心都市と連接した

地域である。

この定義において特徴的なことは，都市圏の集積規模の基準として， 20万人

という相当大きな基準を採用していること，にも拘らずこれを機械的に適用し

ないで，各国の都市 γステムにおいて重要な位置を占める都市はすべて含める

という方針である。このため，総人口が大きいか，あるいは都市化の進んだ国，

たとえばベルギー，フフンス，英国， ドイツ連邦，イタリア，オランダ等では

20万人以上という基準がまもられているが，総人口の少ないスイス，デンマー

ク，オ 月トリア，スウエ デンや，都市化の進んでいない東欧諸国の場合は

20万人以下の都市圏も FURに含まれている。

III わが国における大都市圏の設定

1.行政機関による設定例

わが国においては，都市化に関する統計データの集計を行うための地域単位

として， SMSAに対応する標準的な大都市闘の行政機関による設定は，現在な

24) lbid.， pp. 55-61 
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されていない。しかし，かつては行政管理庁によって，アメリカの SMAを参

考に l日本標準都市地区」の設ち立が試みられたことがある。これは，試論に終

わってはいるものの，行政サイ lごから統計上の目的で全国的な νベノレで都市圏

を設定した唯 の例jであろう。ただし i標準大都市圏」ではないが，総理府

統計局によって i大都市圏」地域の設定がなされており，住宅統計調査など

に利用されている O しかし，これは日MSAや SMLAとは概念を異にするた

め，その対象カ2かなり限定きれでいる。ともあれ，これら二つの設定例をみて

おこうの

「目本標準都市地区J25)は，統計デ タの地域別の表示にあたり，各種統計

問での比較が可能となるような標準的な地域区分が必要である， との認識にた

って，都市地区に関する標準的地域区分の研究成果を試論のかたちで示したも

のである。これは，中心都市と，その周辺にあって都市的性格が濃く中心都市と

密接な社会的・経済的関係を有する周辺市町村によって構成される地区として

定義されている。中心都市は，県庁所在都市と人口10万人以上の都市である。

周辺市町村については，次の四つの条件を同時にみたすとき，中心都市の周

辺地域として標準都市地区に編入される。すなわち， (1)人口密度が 1平方キロ

メートルあたり 170人以上， (2)総世帯数のうち農家世情数(第 2穏 兼 業 を 除

く〉の占める割合が50パーセント以下， (3)当該市町村の，月平均総乗客数のう

ち中心都市へ行く乗客数の占める割合が20パ一七γl以上〈交通密度の基準)，

あるいは，電話加入者一人あたりの中心都市にたし、する通話が月平均 7回以上

〈通信密度の基準)，という二つの基準のいずれかをみたすとと2"， (4)中心市

町順次接続していること，の 4条件である27)。きらに，二つ以上の都市地区が

接続するか，重なり合っている場合，それらの地区の中心都市相互で交通密度

の基準，あるいは通信密度の基準のいずれかがみたされるならば，これらの都

25) 以下の定義，設定基準については行政管理庁統計基準部地域分類専門部会(1954)3 -4ベージ
による。

26) ただし，電話普及率が人口100人につき1.4以下の市町村に対しては，通信密度の基準は考慮し
ない。

27) これらの基準にしたがって， 1953年現在で71の標準都市地区が設定された。
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市地区を統合し I連合都市地区」として設定することも試みている。

これに対して，総理府統計局の「大都市閏」地域は，国勢調査の従業地・通

学地集計結果を基礎資料にして設定されているもので，統計局の実施する各種

の統計の結呆表章のひとつとして利用する ιとを目的としている問。 ιれは，

1963年の住宅統計調査に利用「るために， 1960年の国勢調査結果にもとづき設

定されたのが最初で，以後各回の国勢調査ごとに設定されてきた。ここでの大

都市閣の概念は I広域的な都市地成を規定するため，行政区域を超えて設定

された地域区分であり， 1市またばそれJ;J.上の中心市と，中心市に社会経済的

に結合Lている周辺市町村によって栴成される I29)というものである n

中心部市としての基準は各聞で異なっており，それぞれの時点における事情

に応じて適宜決められてきたようである。 1960年の国勢調査にもとっく設定で

は，人口60万人以上の都市を中心都市としたが， 1965年には人口 100万人以上

の都市になった問。そして， 1970年になるとその基準は人口50万人以上となっ

た。 1975年においては，政令指定都市であることが「大都市圏」の中心都市と

しての基準になったが，それとは別に「大都市閤」に含まれない人口50万人以

上の都市を中心市にして「都市圏」を設定している。

周辺市町村の設定基準は各回を通じて変わらず，当該中心部市への通勤・通

学者数 (15歳以上〕の割合がそれぞれの市町村の常任人口の1.5パーセント以上

であり，かっ中心市と連接している， というものである山。さらに，中心市が

互いに接近している場合は，それぞれの中心部市について「大都市圏」を設定

するのではなく，それらを統合しで一つの「大都市岡」としている。これは，

複数の中心都市が連担して大都市圏を形成する場合を考慮したものといえるが，

28) I大都市周」地国忠告定の睦縄および設定基準は， 総理府統計局『士都市聞の人口j (昭和国年
国勢調査資料γ リーズNo.2) 1979年， 1ベーシによる。

29) 建設省住宅局『日本の住宅j (昭和48年比宅杭計調査〉昭和51年，よりヨ|周。
30) ただじ， 1965竿には人口100万人以上の中心部市が属する都道府県内に人口50万人以上100万人

未満の都市が存在するときはj それら白都市も中心部市とみ1.し亡いる。
31) ただし，中心部市への通勤田通学苦数の割合がL5~~ 一セント未満の市町村であっても，その周

閉が周辺市町村としての基準をみたす市町村によって圏まれている場合には，内側の市町村も周
辺市町村とみなされている。
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統合のための明確な基準ほ示されていない。むしろ，京浜，京阪神などの従来

から指摘されてきた大都市圏を追認するための手続きとみなすことができるで

あろう。

以土のJ:うな設定基準のもとで， 1975年においては札幌市を中心部市とする

札幌大都市圏，東京特別区，横浜市，)11崎巾を中心都市 Eする京浜大都市圏，

名古屋市を中心部市とする中京大都市圏，京都市，犬阪市，神戸市を中心都市

とする京阪神大都市圏，北九州市および福岡市を中心部市とする北九州・福岡

大都市圏の五つの「大都市閤」が設定された。さらに，仙台市，岡111市，広島

市をそれぞれ中心都市として，三つの「都市岡」が設定されたのである。

以トから明らかなように，総理府統計局の「大都市圏」は， SMSAや SMLA

と比べて，中心部市の規模においてもはるかに大きく，周辺地域の範函におい

てもはるかに広大であり， したがってそれは，国際的基準からみれば，巨大都

市圏 合衆国では「標準統合圏JStandard Consoli【latedAreas，英国では

「連担都市圏JConurbationとよぼれる圏域一一一に近い概念といえよう。

行政による都市圏の設定については，以上のほかにも都市交通年報における

「大都市交通圏」および通勤・通学問や，科学技術庁資源調査会(1968) によ

る「都市地域」などの設定例がある。これらは， i大都市圏」地域と同様，通

勤・通学データにもとついて圏戚設定を行っている。都市交通年報のそれは，

都市圏の設定じたいが目的ではないが，東京特別区，名古屋市，大阪而を中心

に大都市交通園を設定L さらに乙れら 3大都市以外の主要都市の交通闘を通

勤・通学閏とみなして設定されたものである叩。

他方，手学技術庁の「都市地域」は広域計画樹立のための手順を示すことを

32) 3大都市交通聞は，それぞれ東京駅，名古屋風土阪駅を中心に半径50キロメ トル(名古屋
の場合は半径40キロメートノレ〕白範囲として設定されてし 1る。そして，大都市交通圏内の横浜，
川崎，京都，神戸の 4都市と，それ以外の人口35万人をうわまわる県庁所在都市を中'U都市にし
て，それぞれの都市の通勤 通学園が設定されている。その範囲は，中心部市への通勤・通芋者
数のそこにおける従業・通学者数に占める割合が10パーセント以上の地域を10パーセント圏， 5 
パーセント以上回地域を 5バーセシ l圏として定められている。運輸省大臣官房監修『都市交通
年報 昭和田空同宣 』運輸経済研究センタ ， 1980年を参照。
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目的として設定された日'0Lたがって，それは自治省の「広域市町村圏」や建

設省の「地方生活圏J，あるいは第3次全国総合開発計画における「定住圏」な

どの地域計画上の観点から設定される閤域と趣旨を同じくするものといえるで

あろう。

「広域rlJ町村圏」は，都市化に伴い市町村の区域をこえて住民の臼常社会生

活圏が形成されつつあることに対応して，広域行政を推進「るために設けられ

たものである。その圏域は都市的な施設や機能を有した中心都市と，それと一

体となって日常社会生活闘を形成す墨周辺の市町村により構成される制。

「地方生活圏」も，住民生活の都市化と広域化を反映して都市と周辺農村を

一体のものとしてとらえ，それに応じた地域社会の建設をめざすこと者目的と

している。そして，それは住民の日常生活上の行動範囲と公共施設や業務施設

等の配置を基準にして 2次生活圏一一1次生活圏 基礎集落図という階層

的な圏域に区分して構成されるが，それぞれの圏域は中心都市(または中心

部〉をもっている問。 I定住圏」もこれらと同様の考え方にもとつくものであ

り，流域圏，通勤・通学園，広域生活閤としての圏域であると位置つけられ

る36)0 

以上のことからわかるように，これbの圏域は都市圏に類似Lた構造を有す

る。しかし，それはあ〈までも地域計画策定のために設定されるものであり，

現実の都市化の状況を正確に反映したものではないことに注意 Lなければなら

ない。

2 最近の都市幽設定に関する研究事例

前述のように，わが国においては行政による都市閣の設定はいくつか行われ

ているものの，統一された基準は存在しなL、。また，総理府の「大都市圏」地

33) 富田和暁 (1975)による。
34) 且治省行政司振興課編『広域市町村岡一新しい生活圏行政』全国加除法令出"" 1973， 7 

9ベージによる。
35) 建設省計画局地域訂画官監修『地方生活図要覧沼和15~年]旺』地域開発研究所， 1978年， 5ヘ

ジによる。
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域は現在利用されているなかでは都市化の進行状況に即して設定された都市圏

• である。しかし， 8都市圏が設定されているのみであり，全国的なレベノレで統

計上のデータを都市圏の単位で整理することはできない。したがって，都市化

や都市成長の問題を検討する場合には，研究者が独自の基準により都市圏を設

定し，デ タを整理することが必要となる。本節ではz そのような研究成果の

なかから通勤データにもとづき全国的なレベノレで都市圏の設定をおこなった富

田和暁， N. ].グリッグマ ン，川嶋辰彦，三菱総合研究所の 4つの研究事例を

とりあげて，そこにおける都市圏の設定基準を概観する灯、

富田和暁(1975) は， 日常生活圏という概念にも左づいて都市岡十設定L..

1960年ーから70年にかけての大都市圏域における人口，産業構成の変動パターン

の分析を行った。都市圏は中心部市とその通勤圏としての周辺市町村によって

形成きれているが，その際の設定基準は次のとおりである。

中心部市については， 60年の国勢調査時における常住人口が30万人以上で，

かっ昼間人口が夜間人口をうわまわること(昼夜間人口比率が1.0をこえる)，

という基準を設けている。周辺市町一村については，当該中心部市への通勤者数

の常住就業者総数に占める割合が10パーセ Yト以上の市町村を周辺市町村とす

るが，そのなかで， 60， 65， 70年の 3時点を通じて基準をみたしている市町村

を内圏， 70年にはじめて基準をみたした市町村を外周として区別している8へ
これにより，全国で18の都市圏が設定された。

グロックマン (Glickman，N. ]. (1979)) は，わが国の戦後の経済成長に伴

う急、激な都市化の進展と都市成長を都市システムの発達としてとらえ，川嶋辰

彦等の協力をえて， その研究を行った。彼は， 研究の出発点として， 分析上

の地域の単位となるペき都市圏を定義Lて3 それを「地域経済クラスターJ

.::Jo) 国土庁『第3次全国総合開発計画』大蔵省印刷局.1977， 27ベージによるo
37) 通勤データ以外の方法で都市圏を設定したものとしてはj ライリ-1])r'J売引刀の法則」を用

いて商圏として設定した沢田清(1978)τ 河川|の流域圏として誼定した奥崎隆史心日出)c!)倒があ
る。

38) このように問辺市町村を二つの圏域に区分したのは，分析の目的が中心都市とその周辺地墳と
のあいだの対比にあったからであ為。
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CRegional Economic Clusters，以下 RECと略す)とよんだ幻'0RECは中心

部市と，通勤パターンから判断されるその郊外(周辺市町村)からなる経済的

に統合された圏域として定義され，その設定にあたっては，都市閣に関する分

析の国際比較が可能となるように， SMSAや SMLAに類似した設定基準を設

ける ζ との必要性が強調されている。

このような観点から RECの設定基準が決められてL、るが，それは次のよう

なものである。

(1) 中，f~都市の基準

(イ) 1970年における人口が10万人以上，

(~) 昼夜間人口比率が1.0以上，

け 経済世帯の少なくとも75パーセントは非農家，あるいは兼業農家世帯

であること，

の三つの基準を同時にみたさなければならなし、。さらに，以上の基準をみたす

都市が近接して立地している場合を考慮して，次の二つの基準をつけ加えてい

る。すなわち，

伺 中心都市としての基準をみたす二つの都市 A，Bが20キロメートノレよ

り速く離れていれば， A， l:!はそれぞれ中心都市となる，

約 二つの都市 A，Bの間の距離が20キロメートノレ以下のときは， Aから

Bへの通勤者数と BからAへのそれとを比較し亡， Aから B (Bか ら

A)への通勤者数の方が多吋れば， B (A)は中心都市となるが， A (Il) 

はその衛星都市とみなす。

(2) 周辺市町村〔通勤圏〕の基準

付) 当該中心部市への通勤者数が 500人以上，

(ロ) 当該中心都市への通勤者数のその市町村における全就業者数に占める

割合が 5パーセント以上，

付 二つ以上の中心都市に対して付)， (ロ)の基準を同時にみたす市町村につ

39) なお， REC設定にあたって用いられる最小の地域単位は市B 町1 村の各行政区墳である。
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いては，通勤者数の多い方の中心都市の周辺市町村となる

件) 経済世惜の少なくとも 75兵一セントは非農家，あるいは兼業農家世帯

であること，

の四つの基準を同時にみたす市町村が，当該中心部市の周辺市町村となる.Ol。

グロックマ yは，これらの基準にもとづき RECを設定したが，さらに複数

の RECが隣接するケースについて，それらを統合して「標準統合図J(Stan-

dard Consolidated Areas，以下 SCA1-略す〉左よんだ。これは，三つ以上の

互いに隣接しあった RECによって構成される。最終的には，分析対象として

全国で80の REC と8つの SCAが設定された<D。

川嶋辰彦 (Kawashima，T. (1978))の研究はグリッグマ γとの共同研究とし

てλタート Lており，したがって，そこにおける都市闘の設定基準はグリッグ

マンのそれとほとんど同ーのものとなっている。 ;11嶋は，集中化から分散化へ

とすすんだ都市化のパタ-:/が今後衰退化へとすすむかどうかの議論において

は都町の設定方法が決定的な意味を有するとして，わが国において次のような

都市圏の設定を提案した。

まず，ひとつの行政上定義された市域とその周辺地域を含み，地域内におい

ては種々の活動が機能的に統合された経済的，社会的なサブシλ テムを形成す

るような地域の単位を設定する。彼は，これを機能酌都市核 CPunctionalUrban 

Core，以下 FUC と略す〉とよび，具体的には中心都市とその通勤圏によって

構成されるものである。さらに， FUC の周聞にはそれと経済的に結びついた

後背地が存在する。 FUCとその後背地によって構成される地域全体は機能的

都市地域 CFunctionalUrban Region，以下 FURι略す〕とよばれる。 }IIU鳥

の定義した圏域は中心都市 通事J閤 後背地の三つの地域により構成されるわ

10) グリッ刀マンば閏辺市町村の設定にあたって 基準をみたさ白い市f町村がその周囲を基準をみ
たす市町村によって周まれている場合〈技地)，および基準をみたす市町村が中心部市，あるいは
それと連接した周辺市町村から空間的に連航していない場合〈飛地〕については，韮準をみたき
ない市町村も周辺而町村に吉めることにより周辺地棋の連続性が保たれるよう考慮している。

41) 当初設定三れた RECのなかで，周辺市町村をもたない中心部巾のみの RECは対象から除外
されており，この数字は実際に分析対象されたものの散である。
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けであるが，そのなかで，中心都市と通勤閣からなる FUCが木来の大都市圏

にあたるといえるであろヲ。

FUC の設定基準についてみると，まず中心部市の基準は. (1)県庁所在地で

あるか，あるいは次の(2)~(4)の基準を同時にみたす都市であること. (2)1970年

における人口が10万人以上. (3)昼夜間人口比率が1.0以上.(4)全世帯の75..'ーセ

ントが非農家，あるいは兼業農家世帯であること，の四つである。以上の基咋

をみたす都市が中心部市となるが，きらに複数の中心部市が連担してひ土つの

都市圏の核となる場合(いわゆる tWlll-clt1esなどのケース〉の基準をつけ加え

る。それは. (5)中心部市としての基準をみたす都市について，都市聞の距離が

20キロメートノレ以下であるときはそれらの都市は連担してひとつの FUCの中

心部市群を構成する， というものである。中心都市の周辺市町村(通勤圏)の

設定基準については，グリッグマンによる周辺市町村の設定基準の(l)~仏)とま

ったく同じ基準を採用している。

以上の基準にもとづき FUCが設定され，つぎにそれぞれの後背地が決めら

れる。後背地の決定にあたっては，人，財，サービス，情報のフローを通じた

FUC との経済的結合の程度が考慮される。ただし， ここでは全国のすべての

地域がいずれかの FURに必ず属するように後背地が決められている。こうし

て，沖縄県を含めて，全国で86の FUC と FURが設定された舎の。

三菱総合研究所 (1981)の研究は総合研究開発1陵情 (NIRねによる「地域経

済分析の基礎的枠組みとなる都市圏の実態把握L 地域経済の動向にそった都

市の発展分析」叫の一部と Lておこなわれたもので，今後の研究の基礎資料と

するために統一された基準によ旬全国的なレベノレで都市圏の設定を行うととを

目的としているの都市閣はある都市を中心と Lて，その都市の経済的，社会的，

42) さらに， FUCおよび FURの設定にあたっては，以上の基準を補うものとして政治的』地理
的要因が考慮され Cいる。 乙白ような補足によわ， 用地がない空間的連続性を保った FUCと
FURが設定され， 全国のすべての地峨がし、ずれかの FURに配分されたと解することができ
る。三菱総合研究所(1981年)13へ ジを参照。

43) 三菱総合研究所，前掲書. I発刊にあたって」による。
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文化的活動に必要な財-tj-ーピス，人のフローがあり，その都市の経済的，社

会的，文化的な影響が及ぶ圏域であると定義される。そして，それは中心部市

とそれに従属する市町村〔周辺市町村〉によって構成される。本研究における

特徴は，都市圏を構成するばあいの階層構造を考慮しで設定を行ったことであ

る。従来の都市闘は，周辺市町村は特定の中心都市とのみ直接結合 Fるものと

して設定されてきたが，ここでは複数の都市との結合関係〔複雑構造) -'i'， 衛

星都市あるいは他の中心都市に媒介される間接的な結合関係(重層構造〉を具

体的にとらえようとしている叫ο 中心都市とその周辺市町村について，採用さ

れた設定基準は以下のとおりである o

中心都市の設定基準は， (1)人口 5万人以上， (2)昼夜間人口比率がLO以上， (3) 

鉱業を除く非 1次産業就業人口が総就業人口に占める割合が75ノ、←セント以上，

の三つであり，これらを同時にみたす都市が中心都市となる。周辺市町村のそ

れは， (1)鉱業を除く非1次産業就業人口が総就業人口に占める割合が75ハーセ

ント以上， (2)当該中心都市への通勤人口が総就業人口に占める割合(流出就業

人口比率)が 3パーセント以上， というもので，これらを同時にみたす市町村

を周辺市町村とする45)。

前述のようにヲここでは複雑構造を前提にしているため，ひとつの市町村が

周辺市町村としての基準を複数の中心部市に対してみたすときは，それぞれの

中心部市の周辺市町村になる。したがって，都市闘が隣接する地域ではその圏

域が重複しあうケースが多く現われている。また，重層構造を前提にしている

ことから，周辺市町村が当該中心部市に対する流出就業人ロ比率の基準をみた

す場合を 1次従属(直接の結合〉とよび，さらに当該巾心部市にたし、しては流

出就業人口比率の基準をみたさないが，その 1次従属である周辺都市に対して

44) 山田浩之(1981)を参照。
45) なお，周辺市町村の基準をみたす市町村で中心部市から』またはそれと連接する也の周辺市町

村から空間的に連続していないもの(飛地〉が存在する場合， 1965:年にも当該中心都市の周辺市
町村であったか，あるいは通勤手段があり，さらに通勤実績もあるときにはその市町村は周辺市
町村である!-みな芦れる。
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は基準をみたすような市町村は中心都市に対して 2次従属(間接的な結合〉の

関係にあるとして，当該中心部市の周辺市町村に含めている。

以上のように，わが国における最近の犬都市圏の設定例はいずれも基本的に

は SMSA概念を参考にして設定されている。しかし，中心都市の人口規模の

基準は 5万人， 10万人， 30万人と，それぞれ E異なっている。中心都市と周辺

市町村との結合基準についても，流山就業人口比率が 3パ ヒント， 5バ セ

';/ r， 10パ一七 γ トの三つの場合があった。これらの基準値のうちl どの値が

わが国の標準的な大都市圏の基準値としてもっとも適当なのかを検討する必要

由、ある。

また， 'fリックマンや川嶋は1970年における国勢調査にもとづき大都市圏を

設定し，その圏域を固定したままで時系列分析をおこなった。 宮田は，中心部

市については60年時点、の人口によって設定して固定したが，閤域は対象時点ご

とに変更している。それに対して，三菱総合研究所の場合は，対象となる時点

ごとのデータによりその都度，すなわちフ νキシプノレ・プ日シンプノレにより都

市圏の設定を行っており， 65年には126，75竿には180の都市圏が設定されたo

そのため，そこでは都市圏の発生，消滅までが明らかにされているのである。

三菱総合研究所のような，フレキシプノレ・プリシプノレによる設定がより望まし

いことは言うまでもなL、刷。

以主において，われわれは外国およびわが国における「大都市圏」設定の例

をみてきたが，わが国の場合，行政によって設定された都市圏は，それぞれの

行政的必要から設定きれているため， SMSAゃ SMLAのような「標準大都市

閤」とは大きぐ異なっている， といえよう o これに対して，研究者による設定

例は， SMSAや SMLAと類似の概念を目指しているものの，なお若干の布離

が残きれている。しかし，わが国の都市化の現状を国際比較を行いつつ分析す

46) 三菱総合研究所によって設定された都市圏は， 4事例のなかではフレキシプル プリンシプル
にたつものとしては唯のものである。しかし，大都市圏問で周辺地崎の重視がたり，このよう
な重富地闘をどう処理すべきか，としペ問題が建きれている。
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るためには， 日木の都市事i育を考慮しつつ， SMSAゃ SMLAに対応する「標. 
準大都市瞳IJの設定を行うことが必要なのではなかろうか。次稿において，わ

れわれはこの課題に答えるであろう。
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